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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１６年　６月１６日（水）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時５１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 野口　博  副委員長 上村高義  委　　員 古谷博子

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 原田　平  委　　員 山下信行

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森川　薫 助　役　小野吉孝

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼福祉総務課長　葭中　勉

同部参事兼国保年金課長　佐藤芳雄

福祉総務課参事　中岡曰生 高齢者障害者福祉課長　登阪　弘

介護保険課長　井口久和 こども育成課長　山本和憲

請願紹介議員　原田　平 請願紹介議員　安藤　薫 請願紹介議員　川口純子

請願紹介議員　山本靖一

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局主幹　船寺順治

１．審査案件（審査順）
議案第３５号　平成１６年度摂津市一般会計補正予算所管分
議案第３６号　平成１６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算
議案第３７号　平成１６年度摂津市老人保健医療特別会計補正予算
議案第３９号　平成１６年度摂津市介護保険特別会計補正予算
議案第４０号　摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の

件
議案第４１号　摂津市母子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

制定の件
議案第４２号　摂津市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第４３号　摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例制定の件
請願第　１号　鳥飼上四丁目、ふれあいの里バス停前の固形燃料製造工場進出に反対

する請願
請願第　４号　鳥飼上４丁目、ふれあいの里バス停前にごみ固形燃料製造工場進出に

関する請願
請願第2-3号　業者婦人の健康・母性保護と地位向上の施策を求める請願
請願第　３号　摂津市乳幼児医療費助成制度の拡充と一部自己負担を導入しないこと

を求める請願書
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（午前１０時　１分　開会）

○野口委員長　皆さん、おはようござい

ます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。最初に、理事者からあいさつを受

けます。

　市長。

○森川市長　おはようございます。

　委員の皆さん方には、大変お忙しい中、

昨日の本会議で付託されました案件につ

きまして、早速、民生常任委員会を開催

賜り、まことにありがとうございます。

　各案件につきまして、何とぞご審査を

いただきまして、可決賜りますようお願

い申し上げ、開会のごあいさつにさせて

いただきます。

　なお、この場は一たん退席いたします

が、在庁いたしておりますので、ひとつ

よろしくお願い申し上げます。

○野口委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は上村委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時　２分　休憩）

（午前１０時　３分　再開）

○野口委員長　再開します。

　議案第３５号所管分の審査を行います。

　最初に、補足説明を求めます。

　保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　それでは、議案第

３５号、平成１６年度摂津市一般会計補

正予算、第１号のうち、保健福祉部に係

ります部分につきまして、目を追って補

足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、９ページ

の款１５、府支出金、項２、府補助金、

目２、民生費府補助金のうち、節１の社

会福祉費補助金は、７月から新たに実施

予定の障害者就業生活支援センターステッ

プアップ事業に係るものでございます。

　医療費補助金は、大阪府健康福祉アク

ションプログラムの福祉医療の再構築に

伴いますもので、節５の老人医療費補助

金及び節６の身体障害者医療費補助金は、

一部自己負担制度の導入並びに対象者数

の減などによるものでございます。

　節９の乳幼児医療費補助金は、対象年

齢１歳引き上げに伴うものでございます。

　節１０の母子家庭医療費補助金は、対

象年齢が１５歳から１８歳に拡大された

ことによるものでございます。

　次に、歳出でございますが、２０ペー

ジの款３、民生費、項１、社会福祉費、

目１、社会福祉総務費は委託料で、障害

者就業生活支援センターステップアップ

事業委託料を計上いたしております。

　同事業は、国事業の「障害者就業・生

活支援センター」の指定を受ける際に必

要となる活動実績づくりなどの条件整備

を図ることを目的として、障害者の職業

的自立を実現するため、身近な地域で就

業面と生活面の支援を一体的に行うもの

で、大阪府が立ち上げた事業で、事業主

体は市町村となっております。

　大阪府では、人口３０万人規模の障害

者福祉圏域を単位としてセンターの設置

を図ることとしており、本市は茨木市と

共同して、本年７月から事業を実施して

まいります。

　今回、上程いたしております予算につ

きましては、就業支援担当者１名分の人

件費に相当します年額５００万円の事業

費のうち、９か月分３７５万円を茨木市

と人口按分し、摂津市分２４％の９０万
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円を計上いたしております。

　なお、事業費の負担割合は、大阪府と

茨木・摂津両市が各２分の１ずつとなっ

ております。

　また、人事異動に伴います人件費の補

正により、繰出金の減額をいたしており

ます。

　２１ページの目７、老人医療助成費は、

制度改正に伴います老人医療費助成シス

テム改造委託料を計上いたしております。

　また、扶助費では、老人医療費の一部

負担助成制度で、一部自己負担制度の導

入及び対象者の減に伴います減額をいた

しております。

　目８、身体障害者医療助成費は、制度

改正に伴います障害者医療費助成システ

ム改造委託料を計上いたしております。

　また、扶助費では、障害者医療費で、

一部自己負担制度の導入及び対象者の減

に伴います減額をいたしております。

　２２ページの項２、児童福祉費、目５、

乳児医療助成費は、対象者１歳引き上げ

に伴います医療証の印刷、審査支払手数

料の増加分及び乳幼児医療費助成システ

ム改造委託料を計上いたしております。

　また、扶助費では、対象者１歳引き上

げに伴います増加分と、一部自己負担制

度の導入に伴います減額分を精査するな

どし、計上いたしております。

　２３ページの目６、母子医療助成費は、

ひとり親家庭医療費助成システム改造委

託料を計上いたしております。

　また、扶助費では、ひとり親家庭医療

費で、一部自己負担制度の導入に伴いま

す減額をいたしております。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○野口委員長　説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　２２ページ、先ほども説明

がございました。後ほど、また条例の改

正が出てまいりますけども、目５の乳児

医療助成費で、節２０、扶助費、乳児医

療助成費ということで、今回、市として

は、大阪府のアクションプログラムにあ

わせる形で１１月から施行ということで、

１歳引き上げさせていただくということ

でございまして、そのかわりに、一部負

担も導入するということでございます。

　私も、この引き上げについては、再々

要望してまいりまして、今回、１歳とい

うことで引き上げていただくことになり

まして、本来なら、もう１歳、もう２歳

という形で上げていただきたいと、こう

いう思いはありますが、財政的な問題も

ありますので、なかなかその辺のバラン

スが難しいところであろうと思うんです

が、以前にも、その財源的な部分、お尋

ねを何回もしてまいりましたけども、今

回のこの１歳引き上げで、しかも、大阪

府の制度そのものも、助成を１歳引き上

げてくる。それで、一部負担金を導入す

るということになりますが、その辺の財

源の影響、この辺のことをちょっと説明

お願いしたいのと、それから、隣接の各

市でも同じようなことを議題として取り

扱っていってるだろうと思うんですが、

特に、吹田や茨木や高槻、この辺の隣接

市の動きで、この同じ乳幼児医療に関し

て動きがわかる部分、つかんでいらっしゃ

る部分があれば、こういう議論をされて

ますよということをちょっと教えていた

だきたいと思います。

○野口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　今回の大阪府の

乳児医療の改正並びに本市の改正におき

まして、影響額ということでございます

が、対象者といたしまして、大阪府の補

助金で、約８５０名分が増加されるので
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はないかということと、本市の１歳プラ

ス分におきましては、約９３０名の方々

に新しく医療証を交付することになると

いうようなことがございます。

　その等々がございまして、本市におき

まして、今後５年間の収支見込みを立て

たところ、一般財源ベースで、平均いた

しますと１年間で約７００万の財源が現

状より必要になるということを試算して

おります。今の一般財源よりも増えるよ

うな状況でございますが、やはり子育て

支援ということで、今回、１歳の引き上

げをさせていただいたということです。

　それと、他市の状況ということでござ

いますが、今現在、私どもの方で把握し

ております状況をご説明させていただき

ます。

　本市の改正に伴いまして、もし、改正

後ということでございますれば、所得制

限なしに、４歳未満児の方に対して入・

通院の助成をさせていただくと。また、

４歳以上児におきましては、府の所得制

限と同様でございますが、入院分につい

て助成をさせていただくということにな

る予定でございます。

　近隣の各市でございますが、本市と

同じように４歳未満児に拡大をするとい

うことで、所得制限がないというところ

が１市ございます。

　また、改正後の予定でございますが、

就学前まで上げられる市が２市でござい

ます。また、本市と同じように４歳未満

児に改正をするという市があと２市ござ

いますが、その２市におきましては、所

得制限を設ける予定ということで聞いて

おります。

　また、もう１市におかれましては、対

象年齢を３歳未満児で、所得制限がなし

というような状況で、現在、把握をして

おります。

○野口委員長　山本課長、できれば、市

名を言ってください、わかってるでしょ。

再度、補足答弁。

○山本こども育成課長　そうしたら、順

番ちょっと前後いたしますが、吹田市は、

１１月議会になろうかと思いますが、検

討中であるということで、今現在は、５

歳未満児で、所得制限等々がございます。

　茨木市は、６歳未満の誕生月までに拡

大をする予定をしておられるということ

で、所得制限を設けるということで聞い

ております。

　高槻市は、適用年齢は本市と同じよう

に４歳未満でございますが、児童手当の

特例給付分の所得制限を設けられると。

　豊中市も、高槻市と同様の改正を行わ

れる予定ということで聞いております。

　池田市は３歳未満児ということで、現

状の改正に変更はないということで、こ

ちらの方は所得制限は設けないと、現状

も設けておられないということで確認を

しております。

　箕面市は、１１月から４歳未満児に１

歳拡大されて、なおかつ所得制限を設け

ないということで、本市と同じような状

況であるということで認識しております。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　財源的にも、もしもう１歳

上げるとなるとかなりの財源が必要であ

ると思いますけど、今後の課題といたし

まして、他市の状況もよく見定めながら、

子育てに対しましてやっぱりしっかり支

援ができるように、今後ちょっとまた財

政の面からも検討していただけることを

要望させていただきまして、質問を終わ

らせていただきます。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　あとの条例改正とも関連し

てくるんでありますけれども、今の説明

は、乳幼児に関するところの対象者の増

－�4�－



のことのご質問であったかと思いますが、

その他あるいは所得制限を加えること、

あるいは対象を拡大すること等々のいろ

んな変化はありますが、そういうことに

よって、一体この現行の制度では、例え

ば老人医療、障害者、乳幼児、母子など

でそれぞれ受けている対象人数。それが、

制度の改正によって１１月からはどうな

るのかと。あわせて、それぞれに対する

医療費あるいはまた府の補助金、あるい

は一般財源などの内訳、どうなるのか、

これをお聞かせいただきたいと思います。

○野口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　こども育成課に

かかわります乳幼児医療とひとり親家庭

医療の件につきましてご答弁させていた

だきます。

　まず、対象者でございますが、先ほど

も答弁させていただきましたように、１

歳の拡大により、約９３０名の方が適用

になるということで試算をさせていただ

いてます。トータルでいきますと、約３，

７００名から３，８００名の方々が、医

療証の入・通院の対象になるということ

で試算をさせていただいております。

　母子家庭等、今回、条例の改正により

まして、ひとり親家庭ということで変更

させていただきますけども、こちらにお

きましては、大阪府の改正によりまして、

補助対象者が３５０名程度増加になると。

本市におきましては、現状の制度と対象

者におきまして若干の差はございますが、

現在、約１，６００名前後の方々に医療

証を交付しておりますので、その前後で

今年度におきましては推移するのではな

いかということで試算をさせていただい

ております。

　それと、一般財源等々、扶助費等々で

ございますが、まず、乳幼児医療におき

ましては、１５年度決算見込みベースで、

扶助費で約９，７００万円を支出してお

ります。歳入面におきまして、３，３０

０万円ということで府の補助金をちょう

だいしております。差し引きをいたしま

すと、約６，４００万円という一般財源

が、今現在、市の持ち出しということで

かかっております。

　この乳幼児医療につきまして、今後、

５年間一応収支をさせていただいたとこ

ろになりますと、扶助費におきまして１

歳拡大させていただきますので、約１億

７００万円が必要になろうかということ

で、府の方も１歳拡大していただきます

ので、約３，６００万円ということで、

３００万円程度の歳入の増加を見込んで

おります。

　こちらの方、差し引きさせていただき

ますと、約７，１００万円の一般財源と

いうことで収支を見込んでおります。

　現行と今後の収支を比べますと、１年

におきまして約７００万円前後の一般財

源ベースの持ち出しが増えるということ

で試算をさせていただいております。

　母子家庭医療におきましては、平成１

５年度決算見込みベースで約４，９００

万円の支出を見込んでおり、歳入におき

ましては２，６００万円ということの状

況になっております。

　差し引き、一般財源にいたしますと、

２，３００万円ということになります。

　同様に、母子家庭医療につきましても、

今後５年の収支を積算いたしますと、扶

助におきまして、母子家庭医療、年々、

対象者が増加している関係もございます。

ここ１年で見ますと、約１００名の対象

者が増加しているという現状がございま

すので、扶助費におきまして平均をいた

しますと、単年度で５，４００万円ぐら

いの支出が見込まれると。

　歳入におきまして、対象者の方の拡大
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が府の方でございましたので、府の方も

若干増えまして２，８００万円、差し引

きいたしますと、一般財源で２，６００

万円と。現状と比べますと、約３００万

円の持ち出しが増えるということで試算

をしております。

　また、この試算におきまして、府の補

助金、母子家庭医療につきましては、平

成１８年度から、現行５分の３の補助率

が２分の１に変わるということもござい

ます。この補助率が下がることによりま

して、その後の一般財源の増加というの

が、この５年後、もう少し見込まれるか

なということで今考えております。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

老人医療、障害者医療、それから、一部

負担金助成の現行制度と、今回改めまし

た新制度におきます一般財源の問題につ

いてお答えしたいと思います。

　まず、人数でございますけれども、老

人医療費につきまして、現行制度で、い

わゆる府の制度の対象となっておられま

す方が１，０８７名、それから、市単独

制度の対象となっておられる方が５４１

名の計１，６２８名となっております。

これが、現在、既に６５歳に達しておら

れる方につきましては、改正後も７０歳

になるまで、引き続き老人医療助成が受

けられるという経過措置がございますが、

経過措置が終了した後の人数を申し上げ

ますと、大阪府の制度が２１名になりま

す。それから、市単独制度の方が３５０

名の計３７１名となる予定でございます。

　次に、障害者医療につきましては、現

在、大阪府の制度の対象者の方が５３７

名、市単独制度の対象者の方が３名、計

５４０名となっております。これが、改

正後につきましては、大阪府制度対象者

５２２名になる予定でございます。

　続きまして、一部負担金助成につきま

して、現在、大阪府の制度の対象となっ

ておられる方が６１７名、市単独制度の

対象となっておられる方が６４６名の計

１，２６３名となっています。

　改正後につきましては、府の対象とな

られる方が５９２名、市単独の制度の対

象となる方が２５１名の計８４３名にな

る予定でございます。

　続きまして、一般財源ベースでござい

ますが、老人医療につきまして、現行は、

医療費が１億２，１００万円、そのうち、

府補助金が４，７００万円、一般財源が

７，４００万円となっております。

　それから、平成１６年度から２０年度

までの５か年平均で試算しました単年度

当たりの金額が、制度改正後は、医療費

全体が７，９００万円、府補助金が２，

７００万円、一般財源が５，２００万円

というふうに算定しております。

　障害者医療につきましては、現行医療

費が１億１，３００万円、府補助金が６，

４００万円、一般財源が４，９００万円、

これが、制度改正後、医療費全体が１億

２，３００万円、そのうち、一部自己負

担が１，０００万円、府補助金が５，６

００万円、一般財源が５，７００万円と

算定しております。

　それから、一部負担金助成につきまし

ては、現行が、医療費が１億３，０００

万円、府補助金が４，５００万円、一般

財源が８，５００万円、制度改正後は、

医療費が１億２，８００万円、一部自己

負担が２，４００万円、府補助金が４，

３００万円、一般財源が６，１００万円

というふうに算定しております。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　今お聞きした中で、集約的

に見てみますと、新たな制度になること

によって自己負担が７，５００万円、こ
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れすべての老人、障害者、乳幼児、母子、

対象者すべてが新たな制度で一部自己負

担金の制度が導入されるということで、

負担される費用が７，５００万円という

ことになりますが、このうち、制度改正

といいますかね、対象者増ということ等

あって、医療費の増が２，２００万円見

込まれると。そして、府の補助は２，５

００万円減ると。そして、市の補助は２，

８００万円減ると。つまり、市の補助、

府の補助、これで５，３００万円、医療

費で２，２００万円、合わせて７，５０

０万円、これが市民の負担増で賄われる

という、こういう勘定になるんですね。

つまり、これは福祉の重大な後退であっ

て、しかも、この負担を、老人、障害者、

乳幼児、ひとり親家庭というところを大

きくしようという以外の何物でもないん

じゃないですかね。

　このことについては、もちろん、市長

会などで、こういう医療制度の改悪につ

いて物申してきたところだと思うんです

ね。一体どういう行動を起こされてきま

したか。そして、こういうことになって、

結局、弱い人の負担が一層増えるという、

こういうことについて痛みを感じないの

かと。さらに言うならば、大阪府がこう

いう改悪をやってくると。これ自身けし

からんことだけれども、これに呼応して

きたとおっしゃるかもしれない。しかし、

府が実施したからしょうがないと、果た

してそういうもんでしょうかと。

　これまで摂津市は、例えば、退職者医

療制度の創設のときには、そういう制度

ができるときには、見込み違いもあって

大変大きな赤字を生じたと。こういうこ

とは、しかし、あるいは国民健康保険も、

被保険者に負担をしわ寄せすることはで

きないということで、その決着がついた

差分については一般会計から補うと、こ

ういう立場をとってきたというのが本市

の態度であったと思うんです。

　今回の場合、こういう制度の改悪で、

摂津市は、これ負担を増にしてもなおこ

ういう事態になるというのであれば、私

どもにとっては承服できないけれども、

それならばしょうがないという人がいる

かもしれません。しかし、摂津市は、大

阪府が支出を減らす以上に、２，８００

万円も支出を減らすという結果になって

るんですね。これ府の制度の改悪じゃな

いかと、摂津市が望んだものではないと

おっしゃるのであれば、なぜこの機会に

制度を一層よくすると、今お話があった

乳幼児の医療制度、もう１歳引き上げる

としたらおよそ３，０００万円、ほぼこ

れと同じ額じゃないんですか。そういう

ふうにはお考えにならなかったんですか。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　平成１６

年度から平成２０年度の５か年の平均で

見ますと、現行で約２億９,５００万円

の一般財源が、この制度改正に伴いまし

て、一般財源が大体２億６，７００万円

ぐらい、つまり２，８００万円ぐらい一

般財源が下がっているというご指摘だと

いうふうに思います。

　例えば、平成１６年度には、平成１５

年度の決算ベースと比較しまして、一般

財源が一たん減額となります。例えば、

障害者医療につきましては、平成１７年

度から、それから、母子医療につきまし

ても、平成１８年度から一般財源ベース

で、平成１５年度の実績見込みを超える

額になるというふうに想定しております。

　また、一部負担金助成につきましても、

平成２２年度あるいは平成２３年度には、

もう一般財源ベースで平成１５年度の実

績見込みを上回ってくるというふうに想

定しております。
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　５年間の経過措置があります老人医療

費につきましても、対象となります６５

歳から６９歳の高齢者人口が、５年後に

は現在の１．４倍程度になると想定され

ておりまして、経過措置が切れる平成２

１年１１月以降は、一般財源が大きく増

えてくるということは確実でございます。

本年１１月から１歳引き上げることにな

ります乳児医療につきましては、当然、

平成１６年度から一般財源は平成１５年

度実績見込みを上回ることになります。

　このような状況を考えますと、少なく

とも老人医療費の経過措置が切れる平成

２１年１１月以降は、すべての医療費助

成におきまして、年次を追って一般財源

が増えていくということになります。

　このような状況を踏まえまして、限ら

れた財源の中でこの医療費助成制度を今

後も維持していくためには、今回の改正

内容でご理解をお願いしたいというふう

に考えております。

　また、委員がご指摘のように、これま

での摂津市の医療費助成に対する取り組

みを踏まえまして、例えば、老人医療に

おきましては、府下においても、恐らく

まだ９月議会等で対応される市や町もご

ざいますので、はっきりとしたことは言

えませんが、少なくとも現時点におきま

しては、老人医療費本体助成で、わずか

ではございますけれどもいわゆる６５万

円以下の所得の方を対象とするような、

府制度を上積みするような制度を決断し

てやってまいりますので、そのあたりと

しても、市としては最大限の努力をして

いるというふうにご理解をいただきたい

と思います。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　もちろん、大きな制度改正

が大阪府の制度改正にあるということは

承知しております。そうした中での、今

おっしゃっているような一定の努力とい

うか、それはまあ全然見てないわけじゃ

ありません。しかし、総体として見たら、

今指摘したような、つまり市民の負担増、

対象者の負担増、これが大阪府や摂津市

の負担を減らしているという結果なんで

すね。医療費の増分も、全部それもこの

一部負担で吸収してるわけですよ。

　そういう実態について思い立つならば、

今大変不況のときですよ。今おっしゃっ

た乳幼児医療の制度ももっと拡充してい

かなきゃならんと。厚生労働省が、年金

法案の可決の以前には出さなかったとい

う、合計特殊出生率が、見込みの１．３

１を割り込んで１．２９になっていると

いうような事態でしょ。一層安心して子

育てができるような環境をつくると。こ

れは、ごくごくわずかの分野かも知れま

せん。しかし安心して医療を受けられる

というのは、これも一つの重要な課題だ

と思うんですね。

　こういうところを拡充するのかどうか

と。いや、もうそれはやむを得ないんだ

というならば、これはどんどん、どんど

ん人口も衰退していくし、ひいては改悪

案が通ったばかりの年金の屋台骨を揺る

がし崩してるんですよ、一方では。そう

いうことに思いひたせばこれで果たして

いいのかと。大阪府にもっと強く物を言

えるということじゃないんですか。そう

いうことじゃありませんか。

　私は、こんな、大阪府がやったからや

むを得ないんですというふうにやるとい

うことはいいのかというふうに思います

けれど。

○野口委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　確かにそのような

ご意見もあろうかと思います。しかし、

５年間の平均試算で、年平均で、先ほど

も述べておりますように、２，８００万
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円というような一般財源が軽減されるわ

けですけれども、審査手数料とかそうい

うような関係もありまして、実質的には

２，４００万円から２，５００万円程度

かなと思っております。ことしにつきま

しては、福祉制度のコンピューターシス

テムの改造ということも必要になってま

いりますので、本年度につきましては、

約１，６５０万円ぐらいの経費はかかる

であろうと思っております。

　しかし、この福祉医療の関係だけで見

ますと、確かに浮いた金はどこ行ったん

やと、こういうような発想になるかもし

れませんが、保健福祉部全体で見ていた

だきますと、日本経済の低迷と高齢化に

よりまして、生活保護、これは毎年１億

円以上伸びております。これは、市が持

ちます負担分、これが大体約３，０００

万円近くなっているんじゃないかなと。

それと、介護保険につきましても、きの

うの本会議でも説明させていただきまし

たが、ものすごく今利用度が高くなって

きて、これも１億円。法定負担分だけで

１２．５％ですが、これも３，０００万

円近くなっております。

　それと、きのう、おとついですか、児

童手当法が国の方で通りまして、これで

市が持つ分が６分の１で約３，０００万

円。そのほか、先ほども課長の方が言っ

ておりましたように、児童扶養手当の関

係で毎年１００人から伸びておると。ま

た、障害者の支援費制度、これにつきま

しても伸びておりまして、これら負担を

考えますと、相当なやはり市の負担となっ

ております。

　一定限られた財源の中で、府の切られ

た分をそのまま市が負担していくとなり

ますと、これは到底、保健福祉部あるい

は今の摂津市の状況では、少しもたない

んではないかと。ただ、しかし、今まで

各市に先駆けていろいろな府制度に上乗

せた制度をしてまいりました。ただ、そ

れも、今回、府にあわせるんではなしに、

先ほども言っておりましたように、やは

り一挙にそういうことではかなりの負担

の方が出てくるであろうということで、

我々としては最大限の努力をさせていた

だいたつもりでございます。

　これから、先ほども言いましたように、

５年後ぐらいには、もう高齢者の数が１．

４倍に増えると。１２、３年後には、今

の高齢者が１．６倍に増えると、６５歳

から７０歳までですが１．６倍になると。

こういう状況の中では、やはり今のまま

では、到底、日本全体の経済が回復して

きて、それが耐えられるような状況にな

ればまた別なんですが、今の状況であれ

ば、少し持続可能な制度とはなりにくい

のではないかということで、できるだけ

持続可能な制度にさせていただきたいと

いうことで、この提案をさせていただい

ているところでございます。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　持続可能、持続可能と言い

ますが、この自己負担分を非常に大変大

きな負担だと感じる世帯ですよ、この対

象になる老人医療等なんかの場合は。そ

の他も、所得制限あるようなところでは、

つまり低所得者層にとっては大変負担が

重いというところに、さらに、これは普

通の生活で大変なところへ、医療費をま

た上乗せすると。持続可能というのは、

人間が健康で文化的に生活していく、こ

ういうことが持続可能の一番の基礎です

よ。医療費削って、医者に行くなと、ま

あいわば、そうは言わないけれど、結局

そういうことですわな。どんどん削って

いけ、負担を増やしていくということは。

それで持続可能やったら、制度は維持し

ても、人間の生活、生存権を維持すると
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いうことになりますか。

　新たな生活保護もどんどん増えてきて

る、それをそうさせてる政治の責任があ

るんじゃないですか。金がない、うそで

すよ、そんなことは。大阪府だってむだ

な工事いっぱいやってるじゃないですか。

関空２期工事等々、いろいろ各方面から

も声あって、空港島ができたけど上物は

つくらん言うてるじゃないですか、当面

は。安威川ダムどうですか、本体工事に

かかってはならんという外部監査の結果

でしょ。淀川水系のダムは皆やめたと、

中止、取りやめ。やることやればできる

んですよ。しかし、やろうとしてないで

す、本格的には。要は税金の使い方なん

ですよ。一番大事なのは何かと。こうい

う社会的弱者の生活を、本当に最低限支

えていく、生存権を維持していく、これ

を基本に据えた持続可能な社会でないと

意味ないじゃないですか。どんどんその

生活を悪くしていくと。今でさえ大変だ

と言ってるのにまだ悪くするのかと。そ

ういうことを聞いてるんです。

　何が持続可能なんですか。制度として

持続可能というのは、そんなことは、人

間は医者へ行かんとはよ死んでくれたら

ええと。まあそうは言わないけれどもね、

そういうことなら制度維持できるという

なら、それを優先するのかということで

す。要は税金の使い方、府的に考えたら

もっといろんなことたくさんありますよ。

それをしない。

　一方では、ＢＳＥ、ハンナンのあんな

業者にどんどん便宜を図ってやると。ま

あこれからまだまだ出てくるでしょう。

こんなことやっとって、何が持続可能な

ために、障害者、母子、乳幼児の方、負

担してくださいと、どこをどうつついた

らそんな口が出てくるのかと言わなけれ

ばならんのじゃないですか。

　持続可能というのは、やっぱりそうい

う生活を基本に、低所得の方も安心して

生活できると、こういうことこそ市が心

を砕くべき。いや、そのとおりになかな

かいきませんと言うかもしれませんけど、

そのことに心を砕くというのが行政の仕

事じゃないんですか。その結果がこれだ

というふうに私はちょっと見れないんで

す。一生懸命やったと。本来なら、制度

改悪して、大阪府がもうごっそり削るけ

ど、我々としては制度を維持したいと。

２，８００万円も助かるというようなこ

とで見るべきじゃないですよ。システム

改造に何ぼか要って、あと残りまへん言

うけど、それは初年度だけのことでしょ。

医療費が増えてくる、だからどうせそう

なんだとおっしゃるかもしれんけども、

そうじゃないと思うんですよ。やっぱり

今でもなかなか大変な生活ですよ。まし

てや医療なんていうところに金使えない

と。老人でもそうですよ。定期的な検診

がどうしても必要な成人病なんかの場合、

やっぱり回数減らしているというような

実態があるということも各市から報告が

上がってますよ。それが本当に持続可能

な社会なのかと。年寄りは早く死んでい

ただいて、負担がいかんように、そうい

うふうにするのが持続可能なのか、そりゃ

持続可能かもわからんけど。そういう制

度なのかと。極論ですがそういうことも

言いたくなるんですよ。そうでないと言

うんやったら、もう少し言いようもある

し、やりようもあるということじゃない

んですか。

○野口委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　府の方の金の使い

方がどうのこうのと、これはちょっと話

が別になると思いますけれども、当然、

摂津市におきましても、都市基盤整備と

かそういう部分で必要な部分もございま
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す。どれもこれもが、例えば、建築ある

いは土木について不必要やというものは

ないと思います。

　ただ、その中で、先ほどもご答弁申し

ておりますように、これから高齢者人口

が極端に増えてまいります。摂津市の場

合は特に今若いだけに、その分がもう５

年後、１０年後には、今の１．６倍とか

いうような形になってきたときに、実際

に、これが今の財政状況の中でもつかど

うかということを考えた場合、恐らく無

理であろうと。何かを大きく削ることが

できれば別といたしまして、今の状況で

はこれは無理であろうというような判断

の中で、今回こういうような提案をさせ

ていただいたわけでございます。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　問題点がはっきりしたとい

うことからも余り追及はしませんが、私、

長寿社会というのは喜ぶべきことやと、

単純にそう思うんです。寿命が延びたと、

喜んでいいんじゃないですか。それを喜

べないというのは、何がゆがんでいるか

ということをぜひ見てほしいと思うんで

す。それを支える世代がいない、なんで

そうなっているのかと。

　話は違いますけど、例えば、男女平等

がちゃんとしてるところ、女性の就業機

会の多い国、こういうところは出生率が

上がってるんですよ。もちろん、それに

付属するいろんな、働く女性が増えてき

たら、ちゃんとそれなりの施設つくらな

いとそれが維持できないから、そりゃも

ちろんそういうことなどの制度の拡充と

いうことも相まってですけども、そうい

うことやれば、合計特殊出生率も増えて

くるんですよ。そうしてこそ初めて安心

できると、安定的にできると、そういう

ことを望んでおられるんじゃないですか。

長寿社会がけしからんというふうに、こ

んなふうに言ったらだめなんでね。そりゃ

それを支える若い世代も増えるような、

安心して子育てができるような体制、そ

ういうことこそ目指さないと、こんなこ

とは本当に、それこそ市だけではないけ

れども行政の責任ですよ、それは。そう

なってないというのは行政の責任だとい

うことを棚に上げて、長寿社会けしから

んみたいなことはもう絶対いかんと。

　摂津市についても、金の使い方という

ことで言えば、南千里丘開発をやめよう

としてないじゃないですか。７０億、８

０億、市の持ち出しもあるというのにこ

れはやろうと、やりたいと。やるという

ふうに結論づけたかどうかは知りません

けど。結論づけてはいないけれども、や

る方向で一生懸命やってるじゃないです

か。そのために、財政支出もやっぱりや

るわけですよ。

　それと、２，８００万円、これ２，８

００万円やいろいろ言うてますけども、

もっと全体としたら、助成を増やすとい

うことのために捻出できるお金は幾らで

もあると。我々これまでいろいろ言うて

きました。人事の問題でも、三役人事の

問題でもいろいろ言うてきましたよ。そ

ういうことでやればこんなんすぐ出てく

るお金でもあります。

　そういうことで税金の使い方というの

を考えるべきだと申し上げて、終わりま

す。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　私の方から、意見的な発言

でいきたいと思いますけども、今議論聞

いてまして、この制度によって２，８０

０万円の一般財源の持ち出しが、５年間

平均で減っていくというお話でした。先

ほど、部長の方から、持続可能な制度に

していきたいという話がありました。

　今の摂津市の経常収支比率は１０８．
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９ということで、大阪府下でワースト２

位という非常に厳しい状況ということで、

今回、２，８００万円の一般財源の減に

なるけども、将来的にはいずれ増になる

と。大阪府も補助金を減らしていくだろ

うということで試算をされとるというこ

とです。

　今、国でも三位一体の改革ということ

で、地方の主体性、地方分権ということ

で、地方に独自性を持たせるということ

でいろんな改革を進めているということ

であります。そういった流れが、いずれ

この摂津市にも来るということで、今回、

住民税の均等割が３０００円にされると

いうことであります。そういった流れが

来る中で、今回、この制度も、大阪府の

アクションプランの中でできたというこ

とであります。

　この保健福祉部にかかわる部分で、２，

８００万円の一般財源が減るわけですけ

れども、将来的に見れば増える可能性が

あるということで、長期的な展望に立っ

てそういう判断をされているということ

です。平成１９年には赤字再建団体にな

るだろうというふうな予測もされていま

す。そうなってくると、この市の単独事

業、今回、市が大阪府に上乗せした制度

そのものが持続できないということでは

なかろうかなと思います。

　そういったことになると、まさしく市

民に迷惑かけるということにつながると。

これ以外の市の単独事業、そういう面で

いろんな単独事業ありますけども、それ

さえも維持できなくなるという非常に厳

しい状態になると。その結果、市民に多

大な迷惑をかけるという、それをなさな

いために、今回、この条例改正を提出さ

れたということです。

　気持ち的には、福祉ということでは、

お金があれば幾らでも出してあげたいと

いう気持ちは十分にあると思います。そ

れが、福祉たるゆえんの根底にあるわけ

ですから。しかし、それができない今の

財政状況の中で苦渋の判断をされて、こ

ういう案を出されたということを、我々

議員はそういう立場で物見ますんで、やっ

ぱり摂津市全体を考えながら判断してい

くべきではないかなと思っております。

　やはり今回出されたものも、本来はも

とすばらしい制度にお金があればすべき

だと思いますけども、しかし、大阪府下

ワースト２位という経常収支比率で、な

かなか思い切った手も打てない。やはり

こういった福祉というところも、市民の

理解を得ながらしていくべきではないか

なと思っています。

　そういった意味では、今回の条例につ

いてはいたし方ないというか、現在の中

で一番有効な手段ではないかなと思って

います。

　そういった意味で、今後、いろんな施

策を展開する上で、そういったことを十

分視野に入れながら、今回、先ほど、登

阪課長のお話の中にもありましたように、

そういった視点でされてますんで、常に

そういう視点に立ちながら、摂津市の長

期的展望に立って、財政状況を見ながら、

福祉とは何かというものを勘案しながら、

最良の策をとっていただきたいなという

ふうに思っています。

　なかなかそちらの方から言いにくい部

分もあると思いますけど、そういった意

味で、我々としてはそういう判断をして

いきたいなと思っています。

○野口委員長　ほかに質疑ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時５０分　休憩）
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（午前１０時５１分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　議案第３６号及び議案第３７号の審査

を行います。

　この２件につきましては、補足説明を

省略し、質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　議案第３７号で、繰越金と

して９２３万４，０００円が歳入として

入ってくるということですが、１５年度

予算と絡めて、何で今の時期に繰り越し

てくることになるのかということだけ、

補足で説明いただきたいと思います。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　平成１５

年度の老人保健医療特別会計の収支でご

ざいますけれども、当初予算におきまし

ては、歳入歳出とも５１億１，０５４万

５，０００円の予算を立てておりました

ですけども、実績におきましては、歳入

が５０億８，８１５万５，１５３円、そ

れに対しまして、歳出の方が５０億３，

６８７万５，７０１円ということで、一

応、次年度の平成１６年度への繰り越し、

まだこれは見込額でございますけども、

これにつきまして、５，１２７万９，４

５２円となっておりまして、そのうちの、

今回、国及び府の負担金の返還金に相当

する財源といたしまして、９２３万４，

０００円を歳入の方で計上させていただ

いたところでございます。

○野口委員長　ほかに質疑ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　続いて、議案第３９号の審査を行いま

す。

　本件につきましても、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　人件費は総務常任委員会の

関連になりますので、業務の関連で、非

常に遅くまで電気がついてるんですよね。

いろいろ制度の変更やいろんなことがあ

ると思うんですけど、そんなんで頑張っ

てらっしゃると思うんですけども。業務

の量と人事配置等の関連で、今後もいろ

んなことが起こってくると思うんですけ

ど、適正な配置ができているのかという

ことを、非常に漠然とした質問であれな

んですけど。

○野口委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　毎日遅くまで残っ

ておるんではないかという、適正な事務

内容、量になっておるのかというような

ご質問かと思いますが、私ども介護保険

課といたしましても、かなり残業が多い

ということは認識しておりまして、これ

につきましても、制度、５年目に入って

おりますけれども、随時、制度がかわっ

ていくというんですか、制度の変更がメ

ジロ押しというようなことになっており

まして、それにつきまして、日常、勤務

時間中にはこなせない実情がございます。

　かといって、財政的に苦しいわけです

ので、少しでも効率的に事務をこなして

いくように、日々、努力しておりますが、

私は、着任しまして２か月足らずでござ

いますが、適正な配置、これを心がけて、

この間、政策推進課並びに人事課とヒア

リングをいたしまして、アウトソーシン

グできるものはないかというようなこと

がありましたが、ケアマネジャーという

資格を持った職員が今２名おります。こ

の職員が日常、ケアプランの相談、ホー

ムヘルパーからの相談と、いろんなこう

いう相談業務に追われておりまして、な

かなか事務がはかどらないと。こういっ

た認定審査業務もしかりでございます。

そういった業務をできるだけ専門的な職
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員、資格を持った職員を外部から採用い

たしまして、本来、管理業務といいましょ

うか、これからやっていかないといけな

い、例えば介護予防業務ですとか、そう

いった方にシフトをしていって、アウト

ソーシングも進めながら、時間を短縮し

た業務内容にしていきたいなと考えてお

ります。

○野口委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時５７分　休憩）

（午前１０時５８分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　議案第４０号、議案第４１号、議案第

４２号及び議案第４３号の審査を行いま

す。

　本４件につきましては、補足説明を省

略し、質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　議案第４１号の条文の中で、

説明していただきたいことがございまし

て、１ページの一番下から２行目と１行

目、第３号、父又は母が規則で定める程

度の障害の状態にある児童、ということ

が載っています。この中の、定める程度

の障害の状態というのは、規則か何かで

決められて明確になっているのかどうか、

説明お願いしたいのと、その下の、第４

号、父又は母の生死が明らかでない児童、

ということですが、具体的な判断として

は、どういう状態で判断をされるのかと

いうこと、父、母の生死が明らかでない

ということの判断はどういうふうなとこ

ろで判断をされるのかということを説明

をお願いいたします。

○野口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　議案第４１号の

第１条の２、定義の中の第２項の第３号

ということで、父又は母が規定で定める

程度の障害の状況にある児童という項目

でございますが、この項目におきまして

は、児童扶養手当法がございます。児童

扶養手当の制度におきまして、離婚等さ

れた母子家庭の方が対象になるものでご

ざいますが、お父さんが障害をお持ちの

方につきましても、母子家庭等という認

定がございまして、児童扶養手当を受け

られる場合がございます。その児童扶養

手当で定められておられる障害の程度と

いうことで、こちらの方に該当する方の

程度ということで、規則の方で定める予

定でございます。

　その内容におきましては、１１項目ご

ざいます。読み上げさせていただきます。

　両眼の視力の和が０．０４以下のもの。

両耳の聴力レベルが１００デシベル以上

のもの。３番といたしまして、両上肢の

機能に著しい障害を有するもの。４番と

いたしまして、両上肢のすべての指を欠

くもの。５番といたしまして、両上肢の

すべての指の機能に著しい障害を有する

もの。６番目といたしまして、両下肢の

機能に著しい障害を有するもの。７番目

といたしまして、両下肢の足関節以上で

欠くもの。８番目といたしまして、体幹

の機能に座っていることができない程度

又は立ち上がることができない程度の障

害を有するもの。９番目といたしまして、

前各号に掲げるもののほか、身体の機能

に、労働することを不能ならしめ、かつ、

常時の介護を必要とする程度の障害を有

するもの。１０番目といたしまして、精

神に、労働することを不能ならしめ、か

つ、常時の監視又は介護を必要とする程

度の障害を有するもの。１１番目といた

しまして、傷病が治らないで、身体の機

能又は精神に、労働することを不能なら

しめ、かつ、長期にわたる高度の安静と
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常時の監視又は介護を必要とする程度の

障害を有するものであって、労働厚生大

臣が定めるものという項目がございます。

　こちらの方の規定に従いまして、お父

さんまたはお母さん等々が障害をお持ち

の方につきましても、母子医療証の適用

をさせていただくということでございま

す。

　次に、第４号の父又は母の生死が明ら

かでない児童ということでございますが、

こちらの方、いろんなケースがあろうか

と思います。私どもといたしましては、

やはり養育者の方々の申し立てにより家

庭訪問等をさせていただいたり、また、

状況によりましては、やはり警察などに

捜索願を出しておられると。その辺の客

観的な状況を見きわめた上で、この第４

号におきましては、認定の際にそういう

ことをやっていきたいということで考え

ております。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　今度の、大阪府の医療制度

の改定の一つが、一部負担金制度の導入

だと思います、私は、一つは。

　こういう点では、国保本体の方は、一

部負担金の免除という制度がありますね、

免除という制度が。これは国保条例上も

規定があると思うんですが、このことと、

障害者、母子家庭等の福祉医療制度の一

部負担金との兼ね合いはどういうことに

なりますでしょうか。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　今回の医

療費助成の改正の中で、とりわけ問題と

なりますのは、私どもが所管している分

につきましては、老人医療費のいわゆる

非課税世帯の方を大阪府制度から外して、

いわゆる生活が一定大変と思われる方に

対する対応をどうしていくのかという問

題。これにつきましては、先ほどもご答

弁させていただきましたように、不十分

ではございますが、収入が６５万円以下

の世帯について、府制度とは別に市の単

独制度を認めていくということをさせて

いただいております。

　それから、今委員ご指摘の、障害者医

療等におきます一部自己負担の導入の問

題でございますけれども、これにつきま

しては、本市としましても、障害のある

方の大きな負担となる場合もあり得ると

いうふうには考えまして、一部自己負担

をどのようにしていくかということにつ

いても検討いたしました。

　しかし、大阪府が示しておりますよう

に、障害のある方一人当たりの年間自己

負担額を２万円として試算いたしますと、

来年度、１７年度にはもう自己負担額が

１，０００万円を超えるということにな

りまして、その後も市の負担は増えてま

いります。

　したがいまして、今回提案をさせてい

ただいていますように、一部自己負担分

につきましては、大阪府の制度と同様に、

１医療機関当たり、入・通院、１日５０

０円、月２日を限度とさせていただきた

いというふうに考えております。

　この問題につきましては、３月の大阪

府議会の方でも議論になっております。

大阪府の方も、例えば府単独で実施する

小口生活資金貸付事業について、今回、

６５歳以上の市町村民税非課税世帯を対

象に、新たに医療費として１０万円以内

の特別貸付枠を創設するのをはじめ、現

行制度の中で、医療に関するセーフティー

ネットを適切に対応していくと。それで

も、なお長期にわたり多額の一部負担が

生じることにより対象者の生活に大きな

影響を与えるような場合には、何らかの

負担軽減措置が必要と認識しており、制

度改正実施後においてその実態の把握に
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努め、市町村等とも十分協議を行いなが

ら、制度的な対応を含めた検討を行う等

の旨の答弁をされておりますので、本市

といたしましても、制度改正後の実態把

握に努め、必要な場合には、大阪府に対

して制度的な対応を求めるとともに、市

としましても何ができるのかを考えてま

いりたいというふうに考えております。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　大阪府の姿勢はそんなんか

も知れませんけれども、これなんか見切

り発車じゃないですか、そういうことで

言えば。国保の方は一部負担金の免除い

う制度があるんですよ。一般の国保加入

者の、被保険者の、免除はあるんですよ。

適用もされてますよ。それ以上に困難な

生活をしている、今この所得制限だとか

見ていけば、老人の世帯で６５万円の収

入と、年間収入６５万言うたら相当なも

んですよ、生活保護以下ですから、最低

生活費以下ですから。そういう人たちに

対して、これは一部負担金を持てと。一

方で、国民健康保険は制度として一部負

担免除という制度があるんですよ。現に

それは実施されてるじゃないですか。

　このことが昨年は問題になりましたけ

どもね、一回しか使えないのかいうて、

いや、それ制度改善しますいうてね、打

ち出したとこですよ。

　そのこととの関係を聞いてるんですよ、

いかがですか。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　障害者医

療につきましては、いわゆる対象者が、

今回、本市におきましても、これまで所

得制限を設けてきておりませんでしたけ

れども、制度改正にあわせまして、所得

制限を設けさせていただいております。

単身の世帯の場合で、年間、本人所得が

４６２万１，０００円、これは、大体、

収入ベースにあわせますと６４５万１，

０００円ということで、恐らく国保の方

の減免の対象となっておられる方との関

係でいいますと、少し収入のあれが違う

んではないかなというふうに考えており

ます。

　ただ、そういったことはあるにしまし

ても、先ほど申し上げましたように、障

害者の方におかれましてはなかなか大変

なことになるということも想定されます

ので、今後、十分実態把握に努めまして、

大阪府に申し上げるとともに、市として

も、もしそういったことが必要となれば

何らかの対応をしてまいりたいというふ

うに考えております。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　ひとり親家庭の医療費助成

の件ですけども、これは児童扶養手当の

制度と密接に関係している部分があって、

児童扶養手当については所得制限等あっ

て、ただ、医療費助成と違うところは、

国民健康保険に入っとけば、児童扶養手

当をもらえる人はもうほぼ１００％もら

えるようになりましたね、医療費助成も。

母親の医療費の補助ですかね。それから、

子どもの医療費は当然、施策は乳幼児医

療で助成されますけども、それ以降は、

ひとり親家庭の医療費の方で１８歳まで

でしたか、補助されると。

　普通、組合健保に入っとる方は、子ど

もが小さいときは乳幼児医療で助成され

ますけども、それ以降は、付加給付があ

れば補助できないということになってい

ますよね、今。その制度は今後も生きる

のかということと、この付加給付がある

ということが、何で支給されない原因な

のかなということと、あわせて二つ、ちょっ

と教えていただきたいんです。

○野口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　付加給付の方の、
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今までは適用外であったけどもというよ

うなご質問だと思いますが。

　今回、大阪府におかれまして、母子医

療におきましても、付加給付を受けてお

られる本人におかれましても、給付の適

用に、１１月をもって改正されるという

ことがございます。

　その制度にあわせまして、本市におき

ましても、母子医療証適用になる所得基

準はございますけども、適用になる世帯

の方、今までお子さんだけが母子医療証

の適用になっておられた世帯がございま

すけども、１１月以降におきましては、

お母さん等々に、ひとり親でございます

ので、父子家庭の方であっても、付加給

付を受けておられる本人におかれまして

も、医療証の方は適用になるという改正

でございます。

○野口委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１５分　休憩）

（午前１１時１７分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　討論なしと認め、採決に

入ります。

　最初に、議案第３５号所管分について、

可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　続いて、議案第３６号について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第３７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第３９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第４０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第４１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第４２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第４３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　暫時休憩します。

（午前１１時１９分　休憩）
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（午前１１時２５分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　請願第１号の審査を行います。

　前回の委員会に引き続き、質疑を受け

ます。

　質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２６分　休憩）

（午前１１時２７分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　討論なしと認め、採決い

たします。

　請願第１号について、採択することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成少数。

　よって、本件は不採択すべきものと決

定いたしました。

　続いて、請願第４号の審査を行います。

　最初に、紹介議員から説明を求めます。

　原田議員。

○原田議員　請願第４号について、私の

方からご説明を申し上げます。

　この請願第４号を提出いたしました経

過について、少し述べたいと思います。

　ご案内のとおり、先ほどお決めをいた

だきました請願第１号の審査の経過等の

中から、私どもは、地元の皆さん方、請

願者並びに紹介議員と協議をいたしまし

て、委員各位からお話があった部分につ

いて十分協議をいたしまして、今後進め

るというんですか、議会の意向、皆さん

方の意向を踏まえて、新たに請願を提出

をして、そして、また審議に供していた

だこうと、こういうことで提出をいたし

たところでございます。

　内容等につきましては、やはり暮らし

の安心あるいは地域にそういった不安を

抱いて生活をしていくという、非常に地

域の皆さん方の思い、そういうものが今

なお払拭することができない。同時に、

先般、寝屋川市の方で同種の工場ができ

るということで、市民８万人の署名を添

えて、市の方に提出をされたという新聞

記事を見ました。

　そういう意味で、こういったごみ固形

燃料製造工場が地域に及ぼす影響はまだ

まだ解決をされていないという判断であ

ります。しかし、そういう中であっても、

１２月のいわゆる事前審査終了書交付後、

工事が進められておりますし、そんな状

況を見る中で、やはり大阪府に対しては、

この認可が間もなく出るであろうという

予測のもとに、摂津市議会といたしまし

ては、地域に、やはり先ほど申し上げて

おりますように民家や生産緑地が隣接し

ておりますし、近くには市の障害者施設

ふれあいの里もあるわけでございます。

そういった意味を踏まえて、許可をおろ

される場合には慎重にやっぱり扱ってほ

しいということを、再度、市議会が決意

をしていただいて、大阪府に働きかけて

いただくようにお願いする思いがいっぱ

いでございます。

　地域の皆さん方と十分ご相談申し上げ

て、この請願を第４号として新たに提出

をいたしたわけでございますので、よろ

しくご審査をいただきたいというふうに

思います。

○野口委員長　紹介議員より説明が終わ

りました。

　質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　この、今回提出された請願

第４号につきましては、先ほど採決をと

られました請願第１号、今まで３回、い
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ろんな角度から審査もいたしまして、調

査もさせていただく中で、この第１号の

場合は、明らかに件名のところに工場進

出に対して反対するということで、地元

としては、このことについては反対であ

ると、こういうことでの請願でございま

した。

　今回は、その件名も変えられておられ

まして、中身の文面もかなり変わってい

るところでございます。

　今までのこの３回の審査の中で、大阪

府の資料なんかも提出されておりました

けども、その中では、法的な部分で問題

がなければ手続についてはしていくと。

今のところ、大阪府の見解としては、法

的な問題はないと、こういうふうな資料

になっておりました。

　そういった中で、１点だけ確認をさせ

ていただきたいんですけれども、今回の

請願について、この問題のごみ固形燃料

製造工場の進出についてのこの請願者の

立場は、第１号と同じように、全く来る

ことに対しての反対であるという立場で

の提出になっているのか。それとも、今

着々と進んでいく中で、また、世の中の

動きの中で、進出をすることについて、

一定、仕方がないという立場の中での安

全対策の強化とか内容について、慎重に

扱われるという意味合いについて全く反

対という立場なのか。それとも、一定、

来るということはやむを得ないとした上

での条件的なことについての、慎重に扱

うという請願なのかということをお聞き

したいと思います。

○野口委員長　原田議員。

○原田議員　この請願を提出いたしまし

た経過については、先ほど申し上げまし

たように、民生常任委員会の審査経過を

踏まえて、新たに提出いたしたところで

ございます。

　そういうことをまずご理解をいただき

たいと思います。

　この案文等につきましては、第１号の

中身を踏まえた案文にもなっております。

　ここで、いわゆる反対の意志はどうな

んだというご質問でございますが、これ

には変わりはございません。地域は、今

なお反対であるという意向でございます。

　前回の請願第１号の中にもありました

ように、大阪府の方に、許可を慎重にし

てほしいと、こういう内容であります。

今回も、最後のところでそういうふうに

言っております。安全対策の強化という

ことでありますが、これは、前回の審査

経過でも申し上げましたように、総務省

消防庁において、いわゆる消防法の改正

あるいは摂津市の火災予防条例の見直し

等が、私どもは、今行われておりません

けれども必要であると。そして、その安

全管理というんですか、製品の保管も含

めて、私たちは必要だというふうに考え

ております。しかし、まだ法改正がされ

ておらない。あるいはそういう条件整備

がされておらない。そういう状況を踏ま

えて、大阪府に、慎重に許可をおろされ

るようにということであります。

　したがって、安全対策はすべてクリア

できてるかということについても、私ど

も、まだまだ資料も十分得ておりません

し、そういう状況も把握をしておりませ

んけれども、現段階における状況では反

対に変わりはございません。

　そういうところをご理解いただきたい

と思います。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　全国的に、やはり、今、循

環型社会形成推進基本法が成立をいたし

まして、全国的にリデュース、リユース、

そしてリサイクルという３Ｒの優先順位

がつきまして、資源を循環していこうと
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いうこの大きな流れの中で、こういった

工場も、これが、さっきおっしゃいまし

たけども、摂津だけではなくていろいろ

なところで、これからも恐らくつくられ

ていくと思うんですね。

　こういう流れの中で、やはり日本は法

治国家ですので、大阪府もやはり法的に

問題がなければ許可をおろさざるを得な

いというふうな状況の中で、私たち摂津

市議会としても、法的に問題があるので

あれば、これは一定の配慮をしなければ

ならないという立場でなければいけない

と思いますし、また、法的に問題がない

のであれば、その中身の中で、例えば、

安全対策について、今、法が途中で改正

をされて強化されてくる。それに対応す

るような協定を結んでいくとか。例えば、

中の安全対策の面について、定期的に立

ち入りできるような協定を結んでいくと

か、そういった具体的な、前向きな意思

の合意形成を図っていきながら対応すべ

きではないかなと、このように考えてお

る次第でございます。

　前回の資料の中でも、今後のこの大阪

府の流れの中では、事業者には、地域の

環境保全に必要な手段として、環境保全

協定書の締結を指導すると、こういうふ

うなことも書いております。これは摂津

市と結ぶということになると思いますけ

ども、当然、そういったところでの、地

元が反対をされたままでというのは好ま

しくないとは思いますけど、やはりこれ

は法的根拠もないのに、議会としてそれ

を、こういう請願として議決することも

難しいのではないかと考えますので、そ

の辺のことも踏まえて、採決に臨んでま

いりたいと、こういうふうに思います。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　私は、そういうことで、今

の意見、質問としても、今説明にあった

ように、ＲＰＦというのは業者の方は安

全だというふうに、ＲＤＦより安全だと

いうことを盛んに言ってるんですけども、

これは、この種の施設が大変危険性があっ

て、総務省でも、これは指定可燃物に指

定しなきゃならんという、そういう見解

を出されておりました。

　そういうことから言うと、私どもは、

むしろまだ法律にないこと、条例にない

こと、そういうことを住民が請願してく

るということは当然のことだと思っとる

んです。法が必ずしも先へいってるわけ

じゃありません。法の方は、むしろ、後

からついていっているというのが現状で

す。住民の願い、要求がまずあって、そ

れに補完する格好で、後で法律や条例が

ついていくというのが、大体これまでの

経緯ですよ。

　そういうことから言うと、この種の請

願が、私は、法にないからということに

は当たらないと思いますが。むしろ、ま

だ法に規定がないからそういう法をつくっ

てほしいと、この場合に、これはまさに

当たるんではないかと思うんですね。

　そういう点で、ＲＰＦ、ＲＤＦの、特

に火災予防の面からの危険性が指摘され

て、このことは何度も論議されているわ

けでありますけれども、なお原因不明で

あるという発火火災の状況があると。こ

ういうことは、原因が不明ということは、

一層そのことについての慎重な取り扱い

が必要なんであって、実は、法整備も必

要だと私は思うぐらいなんですが、そこ

までこの請願が要求しているわけではな

くて、今当面の個々の事例について、少

なくとも、事を慎重に起こすべきだとい

うふうに解すべきだと思うんですが。そ

ういうふうに理解してよろしいでしょう

か。

○野口委員長　原田議員。
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○原田議員　先ほども少し申し上げまし

たように、山下議員の考えと私ども一に

するところでございます。

　法的な整備ということは、常々、やは

り法は不十分であるということで整備を

する、改正をしていく、こういうことずっ

と行われてきておるところでございます。

　特に、私どもは、他市に先駆けまして、

摂津市環境の保全及び創造に関する条例

というものをつくっております。そうい

う中で、第３０条、第３１条、第３２条、

この中においても、指定工場、いわゆる

地域紛争と、いろいろと条例の中に記載

をいたしております。

　そういったことから踏まえて、地域の

皆さん方の意見はやっぱり十分取り入れ

て、こういう工場は、やはり私どもは来

てほしくない、設置をしてほしくない、

こういう意向はもう変わらないわけでご

ざいます。

　そういう意味で、やっぱり法的な整備

をこれからも要求をしていきたいなと、

こういうふうに思っております。

○野口委員長　ほかに質問ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で、紹介議員に対す

る質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４０分　休憩）

（午前１１時４１分　再開）

○野口委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　請願第４号について、採択することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成少数。

　よって、本件は不採択すべきものと決

定いたしました。

　暫時休憩します。

（午前１１時４２分　休憩）

（午前１１時４５分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　請願第２－３号の審査を行います。

　最初に、紹介議員から説明を求めます。

　川口議員。

○川口議員　請願第２－３号、業者婦人

の健康・母性保護と地位向上の施策を求

める請願について、紹介議員として説明

をさせていただきます。

　日本経済の活力の源泉である中小業者

は、地域産業を守って、雇用の約８割を

中小企業が担っています。中小・零細業

者の多くは、家族経営によって成り立っ

ています。女性事業主と女性家族従業者、

総称して業者婦人と言いますけれども、

２００１年現在、女性事業主は１６４万

人、女性家族従業者１７４万人で、女性

労働者に次いで労働人口の主要なウエー

トを占めています。

　こういう中で、業者婦人の健康・母性

保護と地位向上の施策を求める請願をお

願いするものです。

　業者婦人は、その地域の中で、まちの

コミュニティを支えて、地域の力を再生

する役割の一端を担っています。しかし、

この長引く不況の中で生活と営業はます

ます厳しく、みずからの健康を省みる余

裕がありません。業者婦人を取り巻く、

税制や社会保障制度の改善と健康に対す

る施策の充実を求めて、次の６項目のこ

とを請願をお願いいたします。

　請願項目の第１として、自営中小業者

の家族の労働、暮らし、健康の実態調査

を行うこと。同時に、その結果を施策に

反映すること。

　第２として、女性事業主、起業家が女

性であることで、融資や取引上の慣行な

－�21�－



どで不利益を受けないように周知徹底を

し、相談体制をつくるなど施策を充実さ

せること。

　第３として、国保に傷病手当、出産手

当を強制給付にすることを国に働きかけ

ること。また、任意給付の検討をするこ

と。

　第４として、国保財政への国庫負担を

増やすよう国に要望し、保険料の引き下

げをすること。短期証や資格書の発行な

ど制裁措置を行わないようにすること。

　第５として、商店街の空き店舗対策や

防犯問題など、商店と市民の発想が生か

されるような仕組みを検討し、支援をす

ること。

　第６として、地域や住民に密着したき

め細かい仕事おこしに積極的に取り組む

こと。

　以上、６項目の請願をお願いされてお

られます。

　ぜひご審査いただきまして、採択して

いただきますようにお願いをいたします。

○野口委員長　説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　質疑なしと認め、紹介議

員に対する質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午前１１時４８分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　請願第２－３号について、採択するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成少数。

　よって、本件は不採択すべきものと決

定いたしました。

　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午前１１時５０分　再開）

○野口委員長　再開いたします。

　請願第３号につきましては、さきに議

案第４０号が可決すべきものと決定いた

しましたので、みなし不採択すべきもの

とします。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午前１１時５１分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 野 口 　 博

民生常任委員  上 村 高 義
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